
静岡県告示第511号 

 母子保健法施行規則（昭和40年厚生省令第55号）第12条第１号の規定により、指定養育医療機

関の変更について次のとおり届出があった。 

  平成26年６月24日 

                              静 岡 県 知 事  川 勝 平 太   

 変更前 変更後 

名    称 静岡県立総合病院 地方独立行政法人静岡県立病院機構

開設者の住所及び氏名 
静岡市追手町９－６ 

静岡県知事 山本敬三郎 

静岡市葵区北安東４－27－１ 

理事長 田中 一成 

変 更 年 月 日 平成 26 年４月１日 

 


